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※ 本提言は、転載・複製・配布をしていただいて構いません。むしろ、それ

を通じて気運盛り上げにご協力をいただければ幸いです。 



はじめに 
 
 この提言は、朗読のネット配信通じて、朗読文化の振興とそれを通じた文藝

文化の活性化を図ることを念頭に、その環境整備のために必要なことを、関係

の皆様方に要望するものです。 
 朗読のネット配信を活発なものにするためには、次のことが必須です。 
 
① 朗読配信できる対象作品の拡大 
 
・ ネット配信は、著作権法上の「公衆送信」に当たるため、公衆送信権との

関係がクリアされる必要があります。 
・ そのために、著作権者や団体の皆様に、非営利･無償での朗読ネット配信

に対する包括的又は個別的許諾について、その仕組み作りを含めてお願い

しています。 
・ クリエイティブコモンの対象化、許諾使用料規定・窓口の整備、自由に朗

読発信できる作品プールの構築（電子文藝館の開放を含む）などです。 
 
② 朗読発信が容易にでき、蓄積が大量にできるサービスの拡充 
 
・ 朗読愛好家は、シニア層も含めてその裾野は広がっていますが、それらの

人々が容易に朗読発信できるようにするためには、音声ブログやホームペ

ージでの、作品アップ～公開に至る操作の一層の簡易化が必須です。 
・ また、朗読作品を数多く蓄積し、ライブラリー化を図っていくことが期待

されるため、低料金かつ大容量のサービス提供をお願いしています。 
 
③ 朗読発信の担い手である朗読愛好家の着実な取り組み 

 
・ 朗読文化の一番の担い手である朗読愛好家の方々が、士気高く、配信し続

けていただくことが、何よりの基本です。 
・ ネット配信に対する反応が鈍くても、物言わぬ多数の聴き手の期待を感じ

ていただき、日本全体の大朗読ライブラリーの構築の担い手である、との

意識を持って、着実に作品をアップしていただくことをお願いしています。 
 
 以上の観点から、各関係方面にお願いをしています。どうか、その趣旨をお

汲み取り戴き、その実現に向け、ご理解とご協力を伏してお願い申し上げます。 



● 日本文藝家協会への要望事項  
 
 
 個人の朗読愛好家による非営利・無償の朗読のネット配信（公衆送信）に

対して、以下の環境整備をお願いします。 

① 傘下の NPO日本文藝著作権センターにおける使用許諾手続き、使用

料金規定の整備 

② 無償で朗読配信を認めていただける作品の積極的なリストアップ

と、貴協会ホームページでの提示（公衆送信を包括的に認める旨） 

 
 
＜説明＞ 
● 日本文藝家協会は、日本を代表する小説家や文学者、劇作家の方々を会員

とされていて、著作権の問題でも、積極的に発言をされておられます。文藝文

化の発展のためには、著作権の保護が必須であり、それをおろそかにすれば、

文藝の基盤がじわじわと崩れかねないという憂慮は、よく理解できるところで

す。公共図書館のサービスの充実や新古本の流通という、これまであまり想定

されていなかった事態が、国民の文藝作品へのアクセスを容易にする一方で、

著作権者への還流が何らなされず、文藝文化の維持基盤に中長期的にボディー

ブローのような打撃を与えかねないというパラドックスは、真剣に考えていく

べき検討課題だと思います。 
 
● そのような理解に立った上でのお願いですが、個人の朗読愛好家が、優れ

た文藝作品の朗読を広く、また容易に行うことができるよう環境を整えていた

だきたいのです。具体的には、個人が著作権者の許諾を得るための手続きを整

備し、許諾料の目安を使用料規定に定めていただけないでしょうか。また、非

営利・無償との前提での朗読のネット配信が認められるような作品をリストア

ップし、包括的に「自動公衆送信」（＝ネット配信）を許諾する旨をホームペー

ジで明らかにしていただけないでしょうか。 
 最近、ご承知のように、声に出して読み、聴くことの重要性や楽しさが、若

い世代も含めて少しずつではありますが理解され浸透しつつあります。そして、

昨年半ば頃から、音声ブログという簡易なネット技術の出現により、老若を問

わず、気軽に朗読を発信できるようになっています。現に、著作権が切れた作

品を対象に、音声ブログで朗読するサイトが数多く出現しています。朗読する

方は、これまでの福祉ボランティアだけでなく、一般の人々も含めて、自己表



現の意味も込めて積極的に朗読に取り組んでいます。 
 そのように朗読愛好家の裾野はどんどん広がりつつありますが、著作権の存

続している現代の作品を朗読したいという欲求には根強いものがあります。自

己表現の意味で朗読する人々の中には、「使用料を払ってでも素晴らしい作品を

朗読し発信して、皆に聴いてもらいたい」と願っている人々は少なからずいる

と思います。そういうときに、使用許諾を受けたくても、どうやって手続きを

していいのか途方に暮れ、結局諦めてしまうというのが現状です。 
作家の方々の著作権管理は、NPO日本文藝著作権センターにおいて概ね行わ
れていることは承知していますが（ただし、個人の朗読愛好家の間で広く知ら

れているわけではありません）、許諾申請手続や使用料規定は書いてあるものの、

出版社や放送局、劇団、CD・DVD 等の販売など、営利企業や有償興行などを
主たる対象とした内容になっています。個人の朗読愛好家による非営利・無償

のネット配信を想定した規定は残念ながら定められていません。 
 作家や作品によって異なるので、一律には考えにくいのかもしれませんが、

それでも、出版や放送、CD販売などに関しては、作家や作品に関わりなく一律
の使用料率を設定しておられます。それと同様に、個人の朗読愛好家による非

営利・無償のネット配信を念頭においた使用料規定を定めていただきたいので

す。 
 
● もちろん、人気作品などは、オーディオブックや朗読 CD などでプロが朗
読して販売することも考えられるでしょうから、それと競合するようなことは、

いかに非営利・無償によるものとはいえ、避ける必要があるということは十分

理解いたします。 
ただ、存在している作品の中で、そのようなオーディオブックなどのような

形で販売されうるものは、圧倒的少数だと想像します。実際に市販されている

朗読 CD 類のほとんどが、評価が定着した作品ばかりで、いかに人気作家のも
のであっても、それらに収録され市販される作品はごく限られたものになって

いるのが現状です。 
それであれば、むしろ個人の朗読愛好家に、朗読し広く発信してもらうこと

により、著作への興味や関心を高め、ひいては書籍での販売促進につなげると

いう選択肢を真剣にお考えいただけないでしょうか。朗読されてしまうと、書

籍の販売に影響が出るのではないか、とのご懸念をお持ちの方もおられるかも

しれませんが、経験則としてはむしろ逆で、朗読を聴いて作品への関心が高ま

り、実際に本を手にとって読んでみたくなるという声を多く耳にするところで

す。それでもご懸念が払拭できないということであれば、全文の朗読は認めな

い（たとえば 5割以下に留めるなど）という条件付でも結構です。 



 著作権管理がなされている数ある作品の中には、著作発表後、すでに 20～30
年以上たっているものも多数あるでしょうし、発表後に年月が経過していない

ものであっても、世間での認知度が必ずしも高くないものもあると思います。

そういった作品群について低廉な料金で朗読のネット配信を許諾する手続きを

整備していただければ、朗読愛好家の人々は、著作者の皆様が心血を注ぎ精魂

を込めて完成させた作品群の、一大広報宣伝部隊として活動することとなるこ

とと思います。著作権者の皆様への還元も、朗読向け使用料と書籍販売増を通

じて、増加するものと信じます。 
 
● さらには、作品群の中には、書籍が絶版になっているものもあるかと思い

ます。そういった作品の一部は、日本ペンクラブの『電子文藝館』に収録され

ているものと思いますが、web 上で作品そのものを公開するまでには至らなく
ても、朗読する形であれば無償で許諾してもいいとご判断いただけるものも少

なくないのではないかと思います。 
先般の「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」によるシンポジウム

（平成 18年 12月 11日）で、文藝家協会の幹部である作家の三田誠広さんは、 
「私も青空文庫の活動を高く評価している。文芸家協会には著作権管理部があ

り、アーカイブに収録したいという申し出があれば協力できる。50 年以内であ
っても、多くの作品は既に絶版となっている。こうした作品が青空文庫を通じ

て人の目に触れられるようになり、復刊されるといった実績が積み重なること

で、遺族の方も青空文庫というのは自分達の財産を守ってくれるものだと考え

るようになるだろう。」と理解あるご発言をされておられます。 
 しかし、願わくば、申し出を待つのではなく、積極的に会員に対して、「ウェ

ブ上での公開を認めてもいい作品（青空文庫又は電子文藝館への収録）」、「本文

を web 上で公開することは認めないが朗読の配信は認めてもいい作品」という
ように意思を確認の上リストアップしていただき、それをホームページ上で公

開していただきたいのです。 
 
● 朗読愛好家の人々は、青空文庫のリストと作品の内容を見ながら朗読対象

を選定するのが一般的姿ですので、青空文庫側や朗読愛好者側からの申し出を

待つという受身の姿勢ではなく、自由に朗読できる作品プールに水をどんどん

入れていただければ、そこから、忘れられかけた作品にも新たな息吹が吹き込

まれ、甦る事例も次々に出てくるものと思われます。 
 すぐれた作品を後世に残すためには、さまざまな形で二次利用され、国民の

間で広く流通することが必須です。朗読愛好家による朗読のネット配信は、そ

の面で大きな役割を果たせるものと確信する次第です。 



 

● 日本ペンクラブへの要望事項  
 
 

『電子文藝館』掲載作品について、非営利・無償による朗読のネット配信（公

衆送信）に対して、包括的な許諾をお願いします（ホームページでの提示）。 

 

 
＜説明＞ 
● 日本ペンクラブが『電子文藝館』を開館されてから、５年以上がたちまし

た。掲載作品は数百に及び、「これら一切を『パブリック・ドメイン=公共の文
化資産』と認めて無料公開し、広い世界の愛読・愛好に応えている。新世紀ウ

エブ環境の新しい読者たちの前に、・・・『読んで楽しめる』受発信をと、日々、

苦心工夫を重ねている。」という宣言には、文藝家団体としての意気込みが感じ

られ、深く敬意を表するものです。 
 
● 朗読愛好家からのお願いは、ここに掲載されている作品群について、非営

利・無償による朗読のネット配信（公衆送信）に対して、包括的な許諾をお願

いできないでしょうか、ということです。 
 電子文藝館は、現時点では、ウェブ上での公開に限って、著作者の方の許諾

を得ているというのは十分理解しています。当然のことながら、これを勝手に

ダウンロードの上、複製して頒布・販売することが想定され、あるいは許され

ているものではないことはもちろんです。 
 ただ、ここに掲載されている作品は、館長のお言葉にもありますように、有

名作も一部にあるものの、「現在なお書店等で入手のラクな作品はなるべく避け

ている」「もっと大事に考えていることが有ります。もう忘れられかけている、

しかし生前には力ある優れた仕事をしていた、残念ながら湮滅直前の書き手た

ちの仕事を、大切に、敬意を払って再現している」（2005年 4月 25日付け）と
いうことであれば、それらの作品を広く世に知らしめ、湮滅直前の作品に新た

な息吹を吹き込んで蘇生させる、ということは、電子文藝館運営の大きな目的

の一つではないかと思います。 
 そのような目的を果たすために、朗読愛好家の力を借りる、というように受

け止め、ご理解をいただけないでしょうか。 
 



● 著作権が切れた作品をボランティアの手で広く収録している『青空文庫』

というものがあります。そこでは、近代文学者らの小品も含めて数多くの作品

が掲載されています。朗読愛好家は、それらの中から、有名作品だけでなく、

ほとんど知られていない、あるいは忘却されてしまった佳作を、自分たちの朗

読ブログなどで読み、新たな息吹を吹き込んでいます。そして文藝に関心を持

つ一般の人々がそれらの朗読を聴き、そのような作品の存在を認知し、その魅

力に目覚めるようなことがそこかしこで生じるようになっています。朗読愛好

家は、著作権切れの作品だけでなく、まだ保護期間の 50年が経過していない作
品も是非読みたいという強い願望を持っています。 
電子文藝館の掲載作品は、小説あり、随筆あり、詩あり、ノンフィクション

あり、はたまた、戯曲あり、和欧訳ありと、実に広範であり、必ずしも知られ

ていないものであっても、朗読愛好家にとっては是非詠んで見たいと思わせる

ような魅力があるものが数多く揃っています。 
 電子文藝館を朗読愛好家に開放していただければ、「忘れられかけている湮滅

直前の」作品群が活発に朗読の対象として取り上げられるようになり、必ずや

一般の人々に再認知され、時空を超えて現代に甦るものと確信しています。 
 
● もちろん、電子文藝館に掲載されている作品の中には、朗読 CD が発売さ
れ、予定されているものもあるかもしれず、それと競合するような朗読の許諾

はしたくないというご判断もあるかもしれません。あるいは、ｗｅｂでの掲載

以上に作品を扱ってほしくないという作家の方々もおられるかもしれません。

そのような作品をもすべて朗読に開放してくださいということではもちろんあ

りません。電子文藝館に出展しておられる著作権者の方々に、非営利・無償を

前提とした朗読のネット配信（公衆送信）に対して許諾してもいいという作品

を選んでいただき、電子文藝館のサイト上で、許諾する旨を宣言していただけ

ないものか、というお願いなのです。 
  
 朗読愛好家を、忘れられかけている作品を時空を超えて甦らせ、「読んで楽し

める」だけでなく「聴いて楽しめる」国民の共有の文化資産として定着させる

ための協働作業の同志としてお考えいただき、ご検討を切にお願いする次第で

す。 
 
 
 
 
 



● 著作権者の皆様への要望事項  
 
 
● 朗読愛好家を、皆様の作品を後世に残すための応援団とご理解ください。 

● 非営利・無償を前提とした朗読のネット配信の促進のための環境整備に向

けた文藝家団体の取り組みに、ご理解とご協力をお願いします。 

● 出版時において「クリエイティブコモンズ」（非営利目的への条件付許諾）

による朗読のネット配信（公衆送信。非営利・無償のものに限る）への許

諾記載をお願いします。 

● 著作権の延長問題は、作品を長く世間に流通させる制度構築の点とパッケ

ージで議論することが重要と考えます。 

 
 
＜説明＞ 
● 小説家、随筆家、詩人、ノンフィクション作家など、著作権者の皆様は、

日本の文藝文化の担い手であり、貴重な文化資産を創出される方々です。その

執筆活動に対しては、深く敬意を表したいと思います。 
 執筆される作品群は、いずれも心血を注いで完成させたもので、著作者の方々

の人格の分身ともいえるものだろうと理解しております。 
その上でのお願いなのですが、最近の「声に出し、耳で読んで親しむ読書」

をいっそう盛んなものにするとともに、皆様の作品を後世に残すお手伝いをさ

せていただくために、著作権の処理のための環境整備にご理解とご協力をいた

だけないものでしょうか。 
著作者の皆様が、作品を執筆する際には、自分の分身のようなその作品を後

世に長く残したいと潜在的には強く考えておられるのではないかと想像します。

そして、それによって子孫に何がしかの資産を残せるのであれば、という願い

もあることと思います。 
それはよく理解できますし、莫大なエネルギーを注いで創出された大事な文

化資産ですから、その利益を還元させ、次の創作活動を生み出していくように

するためにも、その著作権については、資産の消費者側としても最大限尊重す

ることが求められていると考えております。最近の公共図書館のサービス拡大、 
新古本の流通などに対して、著作権の趣旨からみて憂慮をされていることにつ

いても、理解できるところです。 
 
● ただ、一方で、「作品を後世に残す」という観点からみたとき、現状は必ず



しもそのような環境にはなっていないのではないかと考えております。 
これまで、文藝作品は、まず書籍や新聞という活字媒体の形で世に出て、そ

れが、作品解説、アンソロジーのようなやはり活字での流通があり、あるいは

映画やテレビドラマ、演劇のような形での二次利用、さらには教科書への収録

などによって、徐々に世の中に流通し、人々の間で名著として定着していくと

いう流れかと思います。しかし、そのような活発な流通がなされる作品は、生

み出される作品群全体からみればごくわずかで、一部の固定ファン、研究者は

別とすれば、残念ながら、一般の人々からは忘れ去られてしまうものがほとん

どではないかと思います。これまでのような、出版社、新聞社、放送局のよう

な営利企業による活字、放送などの媒体を通じた方法しか世の中に知らしめる

手段がなかった時代であれば、それもやむをえないところだったかもしれませ

ん。利益が上がり、コストが回収できない限りは、流通させようがないという

ことは、当然のことではあります。 
 
● しかしながら、幸いなことに、インターネット技術の飛躍的進歩により、

文藝作品を人々に知らしめ、世間での流通を活発化させる手法が多様なものに

なりつつあります。 
その中のひとつが、朗読のインターネット配信なのです。朗読などの音声フ

ァイルが誰にでも比較的簡単に作れるようになり、音声ブログサービスの出現

により、昨年半ば頃から、急速に朗読ブログが増えつつあります。これまでの

福祉向けの朗読ボランティアの方々だけでなく、市井の一個人である老若男女

の人々が、自己表現の一環として活発に朗読を発信しつつあります。 
現時点では、このような形での著作物の利用についての著作権の許諾システ

ムが整備されていないため、どうしても、著作権が切れた近代文学や古典など

の作品が中心になっています（『青空文庫』がそのような作品を収録し、朗読愛

好家にも歓迎されています。）。しかし、朗読愛好家の間では、そのような作品

だけでなく、現代作家の作品を朗読したいという潜在的欲求が強くあります。 
そこで、そこの橋渡しとなる仕組みが整備されれば、著作者の方々が生み出

した作品群は、朗読のネット配信という新たな流通ルートを得て、世間での認

知度や関心も高まり、後世に残る可能性がはるかに高まるものと思うのです。 
 何といっても、我が国では、口承文学の伝統が、伏流水として脈々といきづ

いています。文学といわずとも、昔話などは、親や祖父母から耳から聴いて親

しんだものでした。現在のような活字媒体に偏重したあり方は、やはり不自然

であり、音声媒体によって耳でも聴くことによって、その作品がより生き生き

と受けとめられるようになると考えます。また、音楽作品が、指揮者やオーケ

ストラによって、かなり違った印象になるように、文藝作品も、朗読者によっ



て表現が異なりますので、多彩な輝きを放つようになるのではないでしょうか。 
 
● そのような、著作権者と朗読愛好家との橋渡しとなるような仕組みづくり

について、日本文藝家協会や日本ペンクラブにも、別項に書いたようなお願い

をしているところです。個人の朗読愛好家による非営利・無償を前提としたネ

ット配信について、 
・ 簡易な許諾手続きの整備（文藝家協会）、 
・ 無償で朗読・発信ができる作品プールの構築（文藝家協会、ペンクラブ） 
などが主な内容です。そちらをご参照いただれば幸いですが、著作権者の皆 
様にとっても大きなメリットがあるものと思います。 
 個人の朗読愛好家の人々は、利益を求めるわけではありませんし、その作品

や作家が好きだからこそ、思い入れがあるからこそ朗読しようとするのです。

悪評を振りまくために朗読するというケースはまず考えにくいでしょう。そう

考えれば、多数の朗読愛好家の人々を、作家・作品にとっての強力な応援団、

宣伝隊として活用できるという受け止め方をしていただけるのではないでしょ

うか。 
 
もちろん、作品によっていろいろなご判断もあると思います。オーディオブ

ックや朗読ＣＤの販売の見込みがあるような場合には、出版社との関係で、い

かに非営利・無償とはいえ（むしろ、だからこそ）安易に朗読のネット配信を

認める状況にないという場合もあることでしょう。そういうものはもちろん除

くとして、それ以外で、発表から月日がたったものの人々に忘れられないよう

にしたいというような作品を、朗読愛好家に対して開放していただきたいので

す。きっと、朗読愛好家の手によって新たな息吹が吹き込まれ、新鮮さを持っ

て甦るものと信じるものです。 
 
● また、作品によっては、出版、発表段階から朗読向けであれば、包括的に

許諾してもいいとご判断いただけるものもあるのではないかと思います。オー

ディオブックや朗読ＣＤになる可能性があるものは少ないでしょうし（特にノ

ンフィクション作品）、仮に可能性があったとしても、プロの朗読はまた別格で

しょう。市井の朗読愛好家の人々が多数読んでいる近代文学や古典などについ

ても、俳優や声優などのプロによる朗読ＣＤが販売されています。ですから、

非営利・無償で市井の朗読愛好家が朗読・発信するのであれば、出版当初から

開放してもいいとお考えいただけるものもきっと多いと思うのです。 
 そのような作品を念頭に、最近注目されつつある「クリエイティブコモンズ」

の考え方に沿って、出版時に著作権設定していただくことをお考えいただけな



いでしょうか。これは、「知的財産権によるコントロールを意図的に制限し残り

の部分を『コモンズ（共有地）』に置くことによって様々な創造的活動を支援す

る」という考え方で、これまでは、主に音楽や映像、デザインなどの分野での

二次利用を念頭においたものだったようです。しかし最近では、書籍でも奥付

に許諾条件を併記する例も出てきました。たとえば、「レイアウトや画像を含む

誌面そのものについては「無断複製・転載禁止」の通常の著作権を設定する一

方、文章による記載内容については、非商用なら無断で複製、転載、改編が可

能な著作物の使用条件を設定、ウェブ上にも公開する」というものです。条件

付許諾の意味である CCマークが付されてます。 
上記のような朗読愛好家に出版当初から開放していただけるものであれば、

奥付に、「無断複製・転載禁止。ただし、出所・著者名の明示及び非営利・無償

との条件の下に、朗読の公衆送信を認める。」との記載をしていただければ、朗

読愛好家にとって朗報になるだけでなく、文藝文化のいっそうの活性化に向け

た、小さいながら歴史的な第一歩、転換点になるものと確信いたします。 
 
● なお、著作権の延長問題については、さまざまな議論が活発に交わされて

います。著作権者の皆様のなかには、延長を支持するご意見もあると思います。

ただ、現在の環境を前提とした安易な延長は、かえって著作権者の皆様の利益

を損なう側面もあるということに、ご留意いただきたいのです。 
現状では、上記に述べたように、許諾システムが出版社や放送局など大手営

利企業や有償興行への許諾を前提としたものになっており、活字媒体を主に念

頭においたものになっています。世の中の関心が薄くなり事業として成立しな

ければ世の中から消えていくことになります。しかし、著作権による「死後 50
年間」という、他の知的財産権（特許権、意匠権など）と比べてもきわめて長

期にわたる保護期間、裏返せば排他的期間があるがために、作品によっては、

実に 1 世紀を超える排他的期間となり、よほどの名著でない限り、忘却の彼方
へ押しやられてしまっているのが現状です。個人が営利を考えずに流通させた

いと思ってもできない仕組みになってしまっています。漠然と、「著作権がある

＝朗読することが禁止されている」という固定観念ができてしまっている印象

さえあります。 
このような構造には何ら手をつけないまま、「死後 70 年間」に延長するとす
れば、ごく一部の作品を除けば、ますます忘却されていく、存在したことさえ

忘れられていくことになりかねないのではないでしょうか。 
そうしないためにも、まずは、現状の問題点を解決するために、 
・個人の朗読愛好家が（すなわち非営利主体が）、音声媒体である朗読のネッ

ト配信という形で、作品の流通に積極的に関わっていける仕組みの構築、 



・ 作品によっては排他的権利の一部を解除し、活字のウェブ上での掲載（限

定的複製。『青空文庫』や日本ペンクラブの『電子文藝館』のような形）、

朗読の形でのネット配信（公衆送信）を許諾するなど、作品への世間の認

知・関心を維持させるための環境整備 
などが、まずは早急に取り組まれるべき喫緊の課題だと思います。著作権 
の 70年間への延長問題は、そのような課題の解決とパッケージで議論されない
限り、著作権者の皆様にとっても実りあるものにならないと考えます。 
 
 
 縷々述べてまいりましたが、どうか朗読愛好家の人々を、著作権者の皆様の

作品を後世に残すお手伝いをさせていただく応援団だとご理解いただき、積極

的かつ建設的なご検討を切にお願いする次第です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



● 朗読関係団体への要望事項  
 
 

● 著作権者や文藝家団体に対して、非営利・無償を前提とした朗読のネット

配信（公衆送信）について、有償の許諾システムの整備、無償で朗読でき

る作品プールリストの作成、出版の際の条件付使用許諾の記載などにつき、

働きかけをお願いいたします。 

● 朗読関係団体としての独自の立場から（「web上での作品そのものの閲覧」

は必須ではない）、著作権法改正の議論を待つことなく、現行法の枠内でで

きる朗読環境向上策の実現に向け、働きかけをお願いいたします。 

 

 
＜説明＞ 
● 『声に出して読みたい日本語』などの書籍や多彩な朗読 CD の発行などを
きっかけにして、美しく深みのある日本語作品を朗読し、そして聴く楽しさに

目覚める人々が増えています。また、インターネットによる音声ブログの出現

などによって、誰でもが簡単に自分の声を発信することができるようになりま

した。これまでの福祉関係のボランティアだけでなく、市井の一個人が自己表

現のひとつとして、朗読に取り組み、ブログやホームページで発信できるよう

になっています。 
個人の朗読ブログなどは、今から 1年前（2006年半ば）には、ごくわずかし
かありませんでしたが、わずか 1 年の間に、続々と立ち上がっています。これ
から 2年、3年のうちに、さらに大きく増えていくであろうことは、想像に難く
ありません。 
こういった中、朗読愛好家の皆さんが、「日本語の宝石」であるさまざまな素

晴らしい作品を、声に出して読み、発信できる環境をもっと整備していく必要

があると思われます。問題の所在は、著作権者の方々や文藝家団体あての要望

事項として書かせていただいたとおりです。それらの方々も、いずれ建設的な

対応をしていただけるものと期待していますが、そこに至る道筋をつけ、それ

をたしかなものしていくために、やはりこれまで道を切り拓いてこられた朗読

関係団体の皆様のお力をお借りしたいのです。 
 
● これまで、たとえば（社）日本フィランソロピー協会による『声の花束』

などは、数多くの朗読ボランティアを育成・組織し、そのサイトで素晴らしい

朗読を発信しておられます。こういう場を作ることによって、朗読をやってみ



たいというボランティアの皆さんの潜在的希望をどれだけ実現し、それを聴く

人々に近代文学作品をいかに身近に感じさせるようにしたことでしょう。文藝

文化の裾野を広げる上でなされておられるその貢献には、極めて大きなものが

あります。 
あるいは、瀬戸内寂聴先生が名誉会長である「NPO 日本朗読文化協会」は、
銀座博品館での朗読公演で知られますが、非営利活動として、「全国朗読大会」

（仮称「朗読甲子園」）の主催、全国の朗読家ネットワークづくり、朗読指導者

の育成と朗読教室の開催、朗読ボランティア活動の全国的組織化などに取り組

まれ、それらの活動と併せて、「音声(朗読)ライブラリーの創設」も事業活動の
柱にすえておられます。 
また、全国朗読ボランティア全国ネットワーク「お話 Pod」は、「ベストセラ
ーから古典、詩歌、絵本まで、朗読を盛んにすることは、日本の文化を元気に

することだ。」との考えの下、朗読愛好家の皆さんに朗読発信の場を提供するポ

ータルサイト的な役割を果たしておられます。そして、著作権者との間の使用

許諾交渉の代行サービスを行うなど、著作権者と朗読愛好家との橋渡し的役割

を担おうとされています。 
もちろん、このような朗読愛好家の皆さんによる朗読のベースとなる著作権

切れの作品群を収集し、ネットで公開している「青空文庫」の果たしておられ

る功績は言うまでもありません。 
このような朗読関係団体のこれまでのご尽力により、世代を問わず、朗読文

化は着実に根付いてきており、それによってこれまでにない文藝文化に親しむ

パターンが拓かれつつあるように感じます。 
 
● そこでお願いは、著作権者や文藝家団体に対して、非営利・無償を前提と

した朗読のネット配信（公衆送信）についての包括的な許諾交渉を行っていた

だけないか、ということなのです。 
朗読愛好家の皆さんは、青空文庫などに収録された著作権が切れた作品群の

中から選んで朗読し発信するのが一般的姿だろうと推測されます。お話 Pod が
やっておられる仲介サービスは、個別に申し出を受けてそれを著作権者側につ

なぐというもののようですが、朗読関係団体にとっての目標と思われる近代作

品、古典作品にとどまらず現代作品をも包含した「朗読ライブラリー」を構築

していくためには、やはり、朗読愛好家の方々が、自由に、あるいは低廉な使

用料で朗読ができる作品プールを作っていく必要があります。 
そのためには、著作権者側、文藝家団体側の理解と協力が必須です。これま

では、一般個人による非営利の朗読のネット配信という方法は想定できなかっ

たがために、それに応じた著作権許諾システムが整備されていないのが現状で



す。日本ペンクラブのように、インターネット時代における公共文化資産とし

ての作品群の提供という新たな試みとして、web上でのそれらの提供を行う『電
子文藝館』を立ち上げ、すでに 5 年以上が経過していますが、その作品群の非
営利による朗読発信という形までは、考えが至ってないように感じます。しか

し、その趣旨は、「公共の文化資産」として提供するということですから、印刷・

出版や演劇の興行のような営利・有償事業における利用は別として、非営利・

無償による朗読（音訳）への開放は、拒む理由は考えにくいところです。片や

活字媒体、片や音声媒体で、車の両輪、二人三脚で作品をネット視聴すること

ができるような環境になれば、日本の文藝文化はどんなにか多彩で、身近なも

のになることでしょう。 
また、電子文藝館や青空文庫のような、web 上での活字媒体での提供までは
できないものの、朗読という形での音声媒体での全部又は一部の使用であれば

許諾可能という作品もいろいろあるのではないかと思われます。そのような作

品群をリスト化して、朗読愛好家の皆さんに提供していくことができれば、朗

読対象の大幅拡大、朗読のネット配信による作品や作家への関心の喚起、作品

を収録した書籍の販売増という形で、誰もがメリットを受けるようなサイクル

が形成されていくものと思われます。 
 
具体的には、すでに、著作権者の方々、文藝家団体あての要望で述べたとお

り、非営利・無償の朗読のネット配信について、 
・ 簡易な許諾手続きの整備（文藝家協会）、 
・ 無償で朗読・発信ができる作品プールの構築（文藝家協会、ペンクラブ） 
・ 著作の出版に際してのクリエイティブコモンズのような条件付使用許諾

の奥付での記載（著作権者） 
・ 朗読への開放可能な作品についての、著作権者ホームページ等における包

括的に許諾する旨の表示（著作権者） 
などの環境整備に対して、理解と協力を得るべく、著作権者の方々、文藝家団

体に対する働きかけをお願いできないものでしょうか。 
 朗読愛好家の一個人が要望するよりは、実績を積み重ねておられる朗読関係

団体から要望していただくほうが、はるかに重みも効果もあると思います。 
 
● 現在、著作権の保護期間を「死後 70年」への延長を行うことの是非につい 
て、文化審議会をはじめさまざまな場で議論が行われています。著作者の創作

意欲の向上と、作品の流通・二次利用拡大による文化振興というそれぞれの立

場からの主張があるわけですが、懸念されるのは、すべての著作物を一括した

形での議論となっているため、想定される事態にはさまざまなものが多数あり、



容易に折り合いがつかないのではないかという点です。音楽と小説（活字媒体）

とでは当然使われ方が異なります。活字媒体の利用といっても、出版という形

態と、web 上での閲覧という形態とではインパクトが異なります。また、二次
利用といっても、翻案・脚色、演劇化･ドラマ化などの利用形態と、朗読（音訳）

という形での利用形態とでは、意味合いが相当異なります。通常、前者の場合

は営利又は有償の利用となるのが一般的でしょうが、後者は、（朗読 CDやオー
ディオブックの販売や有償朗読会は別として）非営利・無償での利用のニーズ

が大部分を占めるものと考えられます。 
 そのような具体的利用形態が異なるものをすべて一括して、解を求めようと

すると、その調整は、複雑に絡み合った糸をほぐすようなもので、相当の時間

が必要となることでしょう。著作物の流通をしやすくするための方策としてし

ばしば提唱される「一括の許諾システム」や「報酬請求権化」（許諾を得なくて

も使用料を払えば利用できるというもの）にしても、すべての著作物共通のも

のとして制度設計をしようとすると、そう簡単ではないことは、構想としては

今までもいわれながら、これまで具体化に至らなかったことからも想像できま

す。 
 
● そういった中で、「文藝作品の朗読」という形の著作物の利用については、

使用許諾のハードルは、もっとも低いもののひとつでないかと思われます。翻

案、脚色、演劇化・ドラマ化となると、著作者のイメージと大きく異なるよう

な、同一性保持の観点から問題となりうるような利用をされる不安は払拭でき

ないでしょう。web 上で閲覧できるようにする利用であれば、出版という形で
の利用と競合しますから、なかなか簡単には踏み切れないという面もあると思

われます。その点、朗読の場合は、出版や web 上の閲覧などの活字媒体と競合
するというよりは、相互補完、相乗効果が期待できて、著作権者にとっても、

作品の広報宣伝効果が期待できるところです。 
 そのように比較的ハードルの低い非営利・無償による朗読のネット配信に対

する許諾の仕組みについて、働きかけをし実現することができれば、著作権法

改正にをめぐる議論にも一石を投じることができると思います。「報酬請求権

化」「一括許諾システム」といった総論的議論の決着を待つのではなく、現行の

著作権法の枠内でできることを着実に実現していきたいところです。 
 
● 同じ非営利・無償の著作権の部分的利用として、片や青空文庫が、「webの
活字の閲覧」をまずは追求するのに対して（もちろん最終的にはあらゆる形態

での自由利用が目標でしょうが）、片や朗読関係団体は、「音声媒体による web
を通じた伝達」を追求していくということかと思います。相互に重なる部分は



ありますが、同じではありません。朗読愛好者にとっては、web 上の閲覧は必
ずしも必要はありません。市販されている本を朗読して、皆に聴いてもらいた

いというのが願いなのです。 
 そういう意味で、朗読関係団体は、青空文庫とはまた違った独自の訴えかけ

の余地があり、期待もあるのではないかと考える次第です。 
 
 実績を積み重ねておられる朗読関係団体から、非営利・無償による朗読のネ

ット配信について、著作権者側のメリットも含めその意義を訴えていただき、

有償の許諾システムの整備、無償で朗読できる作品プールリストの作成、条件

付使用許諾の記載など、朗読を通じた文藝振興に向け、格段のご理解とご協力

をどうかお願いいたします。 
 
● なお、まことに厚かましいお願いとは重々承知の上ですが、NPO日本朗読 
文化協会におかれましては、名誉会長の瀬戸内寂聴先生に、上記についてご協

力をいただけないか、ご相談をお願いできないものでしょうか。 
 先般、朗読愛好者向けに『声にして楽しむ源氏物語』という、瀬戸内先生の

訳による本が出版されました。朗読に当たっての留意点も詳しく書かれており、

これからもこういった朗読愛好家向けの作品テキストが出版されることを期待

しております。 
 その場合、もし、クリエイティブコモンズによる、非営利・無償による朗読

のネット配信に対して許諾する旨の条件付の著作権の記載があれば、どんなに

か、朗読愛好家の皆さんが喜ぶことでしょうか。著作権の世界で、それは小さ

いながらも歴史的一歩となることでしょう。 
 また、瀬戸内先生には、作品の朗読 CD が多数市販されていることはもちろ
ん承知しておりますが、多数ある著作の中から、朗読のネット配信向けに開放

してもいいという作品を、二つでも三つでも結構ですから、ホームページや文

藝家協会を通じてお示しいただけないものでしょうか。きっと多数の朗読愛好

家の方々が、それらの作品の素晴らしい朗読を世界中に発信することでしょう。 
 そして、瀬戸内先生がそのような試みをされれば、きっと他の作家の皆様の

ご理解も進み、動きが波及していくものと確信する次第です。 
 
 
 
 
 



● 出版社への要望事項  
 
 
● クリエイティブコモンズによる条件付で使用許諾する旨の奥付への記載な

どのご検討をお願いします。 

● 作家と朗読ネット配信希望者との間の仲介サービスをビジネス化できない

かご検討をお願いします。 

 
 
＜説明＞ 
● 非営利･無償による朗読のネット配信のための環境整備に向けての、各方面

への要請事項は上記に書いたとおりですが、出版社は、文藝関係者と日常的な

接触があると思いますので、是非、いろいろな局面でご協力をお願いしたいと

ころです。 
 朗読愛好家から使用許諾要請があった場合の著作者への取次ぎから始まり、

クリエイティブコモンズによる条件付で使用許諾する旨の奥付への記載などが

当面考えられますが、この際、作家と朗読希望者との間の仲介サービスをビジ

ネス化できないものでしょうか。 
 
● 具体的には、仲介サービス事業者が、作家などと相談の上、朗読可能作品

をプールしておいて、朗読のネット配信希望者が一定の金額を払えば、それら

の作品を、たとえば 3年間、自由に朗読しネット配信できるというものです。 
 ヒントになるのは、新潮社が行っている「ＳＳ－ｗｅｂ」の事業です。あれ

は、プロが読んだ朗読作品（多くは新潮ＣＤブックなどで販売）や落語、講演

など、数百件を、月に１８９０円で自由にネットで聴くことができるというも

のです。ＣＤの売れ行きが良い作品（たとえば、向田邦子、永井荷風、藤沢周

平など）はリストには入れていません。ＣＤとしてはなかなか販売数が限られ

るものを中心に、ネットで聴けるようにしています。 
 
● 上記で提案した仲介サービスは、それとは逆で、朗読希望者が年間に例え

ば２～３千円を払えば、3 年間は自分の音声ブログやホームページから自由に
（リスト化された作品の全部又は一定数の作品を）配信できるというものなの

で、サービス内容は、朗読を「聴く」と「行う」の差にあります。朗読可能な

作品は、SS－Webが CD販売への影響なども考慮して選んでいるように、発表・
発売からかなりの歳月が経過したものとか、発行部数が多くないものなど、世




